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２０２４（令和６）年度 事業計画 

 

本学園は、藤村トヨの建学の精神である「心身ともに健全で、質素で誠実、礼儀正

しい女子体育指導者の育成」を基調として、体育・スポーツの知の獲得と深い洞察力

を身につけ、運動文化伝承の担い手として、凛とした次世代のリーダーとなる人材を

育成することを理念としています。このような理念のもと、大学・短期大学では各学

科において教育目標を明確に示しており、社会に貢献できる人材の育成に努めていき

ます。 

 
我が国の１８歳人口は、２０１８（平成３０）年以降減少局面に突入しており、２

０２３（令和５）年は１１０万人、２０３２（令和１４）年には初めて１００万人を

割って約９８万人となると見込まれ、さらに、２０４０（令和２２）年には約８８万

人にまで減少するとされています。 

 

このように、高等教育機関を取り巻く環境がますます厳しさを増していく中、本学

園は生き残りをかけて教育・研究の改革をし、教育の質の向上を図り、学生の確保を

目指します。 

 財政面においては、経営基盤の改善と財政収支の均衡を図るべく、教育・研究活動

の継続を主眼においた財務計画を推進するとともに、学生及び保護者の信頼を高める

教育内容の充実に一層努め、建学の精神に基づき、より魅力ある大学を目指すための

改革を進めていきます。 

 

２０２４（令和６）年度は、急速に進む１８歳人口の減少の影響を受け、非常に厳

しい状況となっている学生数の確保に向け、教職員が一体となり継続的に教育の質の

向上に取り組むとともに、社会のニーズに柔軟に対応するべく新たな教育の展開を目

指していきます。そして、コンプライアンスの確立に努めつつ、あらゆる限りの可能

性を追求し、本書に掲げる事業計画を展開していきます。 

 

なお、２０２４（令和６）年度事業計画は、従来と同様、学校法人藤村学園中期計

画（令和２年度～令和６年度）との整合性を図りつつ、次期中期計画（令和７年度～

令和 11 年度予定）を見据え、ＰＤＣＡサイクルの実践をより適切に実施可能なもの

とするための構成としています。今後も中期計画に即した、より適切な事業計画の策

定を目指して検証を重ねていきます。 
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Ⅰ 法人の運営 

 

１ 理事会等の開催 

   (1）常 任 理 事 会  （理 事 05人  週 1回程度随時開催） 

   (2）理   事   会  （理 事 09人  毎月 1回開催） 

(3）評  議  員  会  （評議員 19人 年 3回程度開催） 

 

２ 学園組織図        別紙１のとおり 

 

３ 役員･評議員･教職員 

（1）役 員 

   ① 理 事    9人   ② 監 事    2人 

（2）評 議 員      19人 

（3）教職員数 

① 教育職員  59人   ② 事務職員  56人    

【教職員構成】（令和 6年 4月 1日予定）              （単位：人） 

教育職員 事 務 職 員 非常勤講師 

学長  1 局長  1 寮生指導員 2 

41 

教授 31 次長  2 嘱託員 0 

准教授 16 課長・主幹     9 教務補佐員 9 

講師 10 課長補佐・専門員  5   

助教  1 係長  10   

 主査  9 計 ② 56 

計 ① 59 係員  9 総計①＋② 115 

                                                    

４ 設置する学校・学部・学科等 

  理事長 樋口 修資 

  (1) 東京女子体育大学 

体育学部・体育学科 

学長   金子 一秀   

(2) 東京女子体育短期大学 

保健体育学科 

こどもスポーツ教育学科 

学長   金子 一秀   

 

【第三者評価機関別認証評価】 

   大学     平成 20年 3月 19日認証  財団法人 日本高等教育評価機構 

平成 27年 3月 10日認証  公益財団法人日本高等教育評価機構 

令和 04年 3月 16日認証  公益財団法人日本高等教育評価機構 

短期大学      平成 19年 3月 22日認証  財団法人 短期大学基準協会 

平成 26年 3月 13日認証  一般財団法人 短期大学基準協会 

令和 03年 3月 12日認証  一般財団法人 短期大学基準協会 
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５ 学部・学科の入学定員 

【令和 6年度学部学科の入学定員及び収容定員】 

                （単位：人） 

 大 学 

体育学部 

体育学科 

短 期 大 学  

総 計 保健体育 

学科 

こども 

スポーツ

教育学科 

短大計 

入学

定員 

入 学 定 員 340    80   80     420 

3年次編入学定員 40       40 

収 容 定 員 1,440   160  160 1,600 

  ※ 令和 6年度から募集停止の短期大学保健体育学科の収容定員は除く。 

 

６ 教育研究上の基本となる組織 

大学等 学部 学科 コース 

東京女子体育大学 体育学部 体育学科 

教職体育学専攻コース 

スポーツ健康学専攻コース 

コーチング学専攻コース 

スポーツマネジメント学専攻コース 

東京女子体育短期大学 

保健体育学科  

こどもスポーツ教育学科 
幼保コース  

幼小コース 

 

 

７ 授業料等学納金 

                                   （単位：円） 

 項   目 

大 学 短 期 大 学 

体育学科 保健体育学科 
こどもスポーツ教育 

学科 

入
学
時
納
入 

入 学 金    300,000   230,000   230,000 

授  業  料(前期)   380,000 350,000 370,000 

施設設備費(前期)    150,000   140,000   140,000 

実験実習料 30,000 25,000 30,000 

計 860,000 745,000 770,000 

後
期
納
入 

授  業  料(後期)   380,000 350,000 370,000 

施設設備費(後期)    150,000   140,000   140,000 

実験実習料 30,000 25,000 30,000 

計   560,000 515,000 540,000 

合 計 (年額) 1,420,000 1,260,000 1,310,000 
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８ 教育施設 

 (1) 校 地 等     52,523㎡ （学生寮 2,729㎡及び借地 998㎡を除く） 

 (2) 校 舎 等     42,490㎡  （学生寮 5,111㎡を除く） 

 (3）使用目的別校舎等 

1号館 管理棟 

2号館 講義室、マルチメディアルーム ゼミ室、研究室、女子体育研究所、 

教職ラーニングステーション 

3号館 藤村総合教育センター、地域交流センター、110周年記念藤村学園資料室 

4号館 講義室、武道場、メディアホール、ピアノレッスン室、多目的演習室、美術室、 

造形室、ゼミ室、研究室、会議室、キャリアセンター、広報部 

健康管理センター、リハビリテーション実習室、屋上多目的運動スペース 

5号館 第一体育館 

6号館 食堂、合宿室、保育演習室 

7号館 第二体育館、第三体育館 

8号館 合宿室 

9号館 第五体育館、プール 

10号館 第六体育館、図書館、多目的室 

11号館 第七体育館 

12号館 事務室、会議室 

13号館 藤村スポーツセンター 

    

陸上競技場、ソフトボール場、テニスコート、正門前人工芝練習場、クラブハウス 

 

（※学生寮(ふじ寮)  東京都国立市青柳） 
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Ⅱ 大学･短期大学の運営 

 

１ 教授会の開催 

   (1) 定例教授会（月 1回、原則として第一水曜日開催） 

   (2) 臨時教授会（年 7回程度開催） 

(3) 部館所長会（必要に応じて随時開催） 

 

 

２ 部館所長                     （令和 6年 4月 1日） 

部・館・室長名 氏   名 

教務部長 

学生部長 

キャリアセンター所長 

教職センター所長 

入試部長 

広報部長 

図書館長 

女子体育研究所長 

健康管理センター所長 

地域交流センター所長 

若山  章信 教授 

今丸 好一郎 教授 

櫻田  淳也 教授 

吉村   潔 教授 

柳田  憲一 教授 

渡辺  博之 教授 

鵜澤  文子 教授 

大石  千歳 教授 

塚原  由佳 教授 

三好 優美子 教授 

※ 任期は、令和 5年 4月 1日から令和 7年 3月 31日〔2年間〕 

 

３ 令和 6年度 行事予定表       別紙２のとおり 

 

 

４ 学生数 

【大学及び短期大学の在学生数（令和 6年 4月 1日）】 

       （単位：人） 

学年 

大  学 

体育学部 

体育学科 

短  期  大  学 

総 計 
保健体育学科 

こどもスポーツ 

教育学科 
計 

1 232 0  31 31 263  

2 256  13  38  51  307 

3 321  
   

321  

4 325 325  

計 1134  13  69 82  1216  
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Ⅲ 学生確保 

1．学生募集戦略室の設置 

18 歳人口の減少等の影響を受け、令和 5 年度入試において入学者数が前年度より著しく減少  

したため、令和 4 年 12 月、学生募集の方針・方策等を企画立案し、関連部署等と連携して施策 

を推進するための組織として、学長を中心に常任理事で構成する「学生募集戦略室」を設置し 

た。 

学生募集戦略室では、これまでの入試分析、現状の問題点の洗い出し等を行い、令和 6 年度 

入試において各種取組を実施した。 

 

2．強力な学生募集の推進 

令和 7 年度入試等においては、次のとおりさらなる取組の拡充を図り、学生募集を強力に推 

進する。 

(1) スポーツ特別奨学生制度の拡充 

(2) 寮費免除制度の拡充 

(3) 高大連携 

ｱ）高大連携協定校の拡充  

 ｲ）連携事業の充実  

  ・高大連携協定校推薦枠の設定 

  ・教育交流の実施 

  ・連携プログラムの提供 

 

3．学生確保に向けた新たな取組の推進 

上記取組に加え、大学・短期大学の在り方、新たな教育組織の設置等、学生確保に向けた取 

組について速やかに検討する。 
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Ⅳ 教育 

1．教務関係事業【教務部 教務課 教務係 企画調査室】  

(1)教育の質保証に関する充実 

ｱ）教学マネジメントの流れ （教育改革の計画的推進）  

・藤村トヨの建学の精神に基づく女子体育指導者の養成及び次世代のリーダーとなる人材並

びに幅広い分野で社会の発展に貢献できる人材の育成を図る。 

・「教学マネジメントの流れ」に基づく、2025(令和 7)年度入学生新カリキュラムの実施準備

及び 2024（令和 6）年度一部先行実施を行い、新カリキュラムのスムーズな移行を目指す。 

・中期計画に示す「三つのポリシーの検証」、「教育の質保証に向けた全学的教育の仕組みの

見直し」、「内部質保証システムの強化」「アセスメントの検証」を実施する。 

 ｲ）3 つのポリシーの点検・評価  

  ・2025(令和 7)年度カリキュラム改定に伴い、令和 7 年度入学生からの新 3 つのポリシーを

令和 6 年 1 月に策定した。ポリシーに基づき、入学試験、カリキュラムの内容（授業内容）

学修（習）支援、学修成果、教員組織・体制、施設・設備、社会との連携など、実施の検

証をする。 

(2) 授業運営の充実・効率化 

ｱ）当該年度のすべての開講科目のシラバスについて、他の関係委員会・部署と調整するととも

にシラバス部会による記載内容のチェックを実施し、カリキュラムとディプロマ・ポリ   

シーとの関連や授業計画・手法、評価方法等の改善を図る。 

  ｲ）GPA 制度の活用、学修成果の把握及び学修支援の充実を図る。 

ｳ）履修系統図またはナンバリングの整備及びカリキュラムマップの充実を図る。 

ｴ）大規模授業及び安全配慮が必要な実技授業等においてスチューデントアシスタントを活 

用する。 

ｵ）新教学管理システムの導入により、スマートフォンによる出席管理を活用していく。さらに 

は、全授業において出席情報をポータルサイト「UNIVERSAL PASSPORT」に入力・保存してい 

くことで、学生の状況把握に活用していく。 

 (3)履修指導の充実及び学習支援 

ｱ）学部、学科のカリキュラムを基に、学生一人ひとりの能力・適性、興味・関心に応えられる 

   多様な教育プログラムを整え、基礎から応用まで幅広い学習ができるよう履修指導等を充

実し、支援していく。 

ｲ） 履修登録、成績管理、卒業認定単位の確認、休講・補講・教室変更等の情報など、学生情報 

に関する新教学管理システム「GAKUEN」・「UNIVERSAL PASSPORT」の活用の充実を図り、学修 

支援及び教学事務の利便性の向上を図る。 

ｳ）学修支援の一環として、学生用ノートパソコンの貸出を行う。 

(4)学外実習･演習 

  前期学外実習 6 科目と後期学外実習 4 科目において、感染症対策を十分に行い実施する。

隔年で実施している海外英語・文化講座は、令和 6 年度は開講しない。 

 (5)創作オペレッタ発表会 

短期大学こどもスポーツ教育学科 2 年生の参加により、授業の中で創作劇の脚本、演出、音

楽、出演などを学生自身で行う創作オペレッタ発表会を開催する。 
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 (6)導入教育の実施 

ｱ）｢藤村トヨの教育｣(講義・演習１単位）は、本学の沿革や建学の精神、藤村トヨの教育実 

践を学習し、本学の理念や目的について理解する。 

ｲ) ｢国語基礎講座｣(講義 2 単位)は、日本語の構造を知り、文章(特に論文)の読み方、目的に応 

じた文章の書き方、音声による表現の仕方など体験的に学び、大学の学習及び研究に必要な 

知識・技能を身に付ける。   

(7)キャリア教育の実施 

「キャリアデザイン」(講義・演習 1 単位)は、自己の能力や特質について十分に理解したう 

えで、進路の決定力を育む。さらには多様な他者を理解し、協働する能力を育成する。  

   「キャリアトレーニング」（講義・演習１単位）は、自己の適性を模索し、職業観を身に  

   付けた上で、実際に関心ある分野・仕事を体験し、就職意識の啓発を図る。 

(8)授業の同時開講 

   科目特性により大学と短期大学保健体育学科の授業科目を同時開講し、授業が円滑に運営

できるようにする。また、短期大学保健体育学科とこどもスポーツ教育学科の教養科目等共

通して求められる知識・能力等の獲得を目的とする授業科目を、学科を越えて開講する。 

関連する科目を体系的に学び、他学科の学生と交流する機会とする。 

(9)履修形態の多様化 

ｱ）科目等履修制度は、大学と短期大学で受入れ、免許・資格取得等に必要な単位を修得できる

ようにする。 

ｲ）他学科履修制度は、短期大学こどもスポーツ教育学科から保健体育学科の授業を履修して、

資格科目や体育専門科目の履修を推進する。 

ｳ) 単位互換は、大学と短期大学の授業科目を相互に履修できる制度であり、資格取得及び 

卒業に向けて学修機会を広げる。  

(10)聴覚に障がいのある学生への情報保障支援 

聴覚障害学生が受講する講義科目にノートテーカー又は PC テーカーを配置し、授業内容

の理解を深める。対象学生が増加した場合はテーカーの配置が困難となるため、対象学生と

連携を図り、UD トーク等アプリを活用して 1 名体制での情報保障の可能性を探る。 

(11)高大連携の実施 

   藤村女子高等学校生に対し実施している「特別科目等履修」については、実施時期・実施

授業等を高校側と協議し、進めていく。藤村女子高等学校を含むその他の協定校とは、学生

募集戦略室の方針等を踏まえ、教務課教務係としての取り組みを実施する。 

 

2．教職関係事業【教職センター  教務課 教職係】 

(1)教育実習の実施  

大学体育学部体育学科 4 年  257 人 

短期大学保健体育学科 2 年    6 人 

短期大学こどもスポーツ教育学科 2 年（小学校）    51 人 (科目等履修生を含む) 

短期大学こどもスポーツ教育学科 2 年（幼稚園Ⅱ） 33 人（科目等履修生を含む) 

(2)介護等体験の実施  

大学体育学部体育学科 2 年・3 年・4 年   450 人 

短期大学こどもスポーツ教育学科 1 年     20 人 
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(3)保育実習の実施 

短期大学こどもスポーツ教育学科 2 年（保育実習Ⅱ･Ⅲ）33 人 

短期大学こどもスポーツ教育学科 1 年（保育実習Ⅰ）   40 人 

(4)教師力養成講座 

ｱ) 観察実習 

教員志望者に対して、将来、教員としての職責を全うしていくために必要な資質

と能力の基盤を形成していくことが主たる目的である。教員採用試験対策に終始せ

ず、教員としての力量を高める基礎づくりに主眼を置いて事業を展開していく。  

ｲ）教養対策講座 

小学校全科及び中学・高等学校保健体育の教員を目指す学生に対して、教師とし

て必要な資質・能力を形成し、実践的な指導力を養成するため講座を開講する。ま

た、教員採用試験に向けた基礎学力の向上を図り、教員を目指す学生への有効な支

援を実施する。 

ｳ) 教員採用試験対策講座 

教員採用試験合格者を増やす対策を推進するため、一般教養・教職教養・専門教

養の各対策講座を開講、２次試験対策としては、論作文・面接指導・模擬授業対策を

個別で対応し、教員採用試験に向けた有効な学生の支援を実施する。  
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Ⅴ 学生支援 

1．学生支援関係事業【学生部 学生課】 

(1)学生生活支援の充実 

   ｱ）新入生が大学・短期大学で充実した学園生活をスタートできるよう、年度当初に「フレッシ

ュウイーク」として授業ガイダンス、キャリア支援、クラブ活動、学友会活動などの学園生

活に必要な事項について説明を行うオリエンテーションを開催する。 

   ｲ）ゼミ・グループ担任やクラブ担当教員、ハラスメント相談員、臨床心理士及び学生部所属教

職員等が、ハラスメントを含む学生の様々な悩みや相談に応じて支援をする。 

ｳ）全教員が曜日と時間を設定してオフィスアワーを実施し、学生の充実した学習活動を支援 

する。 

    ｴ）学友会を主体とする藤園祭実行委員会が、日頃の学習や課外活動の成果等を一般に公開し、

学生相互の親睦を図って連帯感を強め、地域社会の人々との交流などを目的として開催す

る学園祭の運営を支援する。 

(2)課外活動への支援  

ｱ）コーチ補佐、学外指導者等を配置し、学生の課外活動を支援する。 

 ｲ）クラブ・サークル等の円滑な運営を図るため、活動状況等を勘案し、活動補助費を支給 

する。 

 ｳ）国際競技大会等の日本代表、国際親善を目的とする国際交流試合等に出場する学生を支援 

する。 

(3)奨学金の充実 

ｱ）本学独自の奨学金である藤村学園育英奨学金、スポーツ奨学金、藤村トヨ奨励金、藤村学園 

スポーツ特別奨学金、藤村学園スカラシップ制度の適正な運営を図る。 

 ｲ）国の育英奨学事業として日本学生支援機構が行う第一種奨学金（無利子）、第二種奨学金 

（有利子）、給付型奨学金の適正な運営を図る。 

(4)学生寮「ふじ寮」の運営  

学生寮として安全で快適な生活を維持するため、衛生的で清潔な環境の保持に努め  

る。 

 

2．キャリア支援・就職対策関係事業【キャリアセンター キャリア支援課】 

(1) ガイダンス・イベントの実施 

ｱ）就職オリエンテーション   

 学年別にテーマを変え実施し、就職活動への意識を早めに高めていく。 

ｲ）就職ガイダンス 

就職活動スケジュールや注意事項・インターンシップの重要性等を説明する。 

ｳ）資格取得ガイダンス 

資格を取得するための流れや申請方法等を説明する。 

ｴ）学内企業説明会      

 様々な業界の企業を招くとともに、卒業生の活躍も紹介できる説明会を実施する。 

(2)キャリア支援 

ｱ）就職活動ガイドブックの作成 

就職活動ガイド『「なりたい！」の実現を目指して』を作成し、ユニバーサルパスポート 
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内に掲示し、学生の就職活動に必要な情報を提供する。 

ｲ）キャリアカウンセリング  

キャリアコンサルタントを配置し、進路相談、応募書類添削、面接等、アドバイスを行う。 

また、卒業生に対する就職相談にも応じる。 

ｳ）キャリア支援関係情報の収集・提供 

就職先拡充を図るため、企業アンケート等を基に、本学学生に対する企業のニーズを把握

し進路指導に活かす。また、インターンシップ先企業も増やす。 

ｴ）個別面談の実施 

進路希望先を確認し就職活動が適切に行えるよう、学年別個別面談を実施し、指導・アド 

バイスを行う。 

 (3)就職活動支援 

それぞれの進路先に沿った対策講座を実施する。なお、就職内定学生からの報告を他学年の 

学生へ情報提供する。 

・就職対策講座 ・公務員対策講座 ・ＳＰＩ対策講座 

(4)各種資格取得支援 

各講座・講習会を開講し、学生のニーズに合わせ支援する。 

・健康運動指導士認定試験対策講座 ・健康運動実践指導者認定試験対策講座 

・日本赤十字社救急法講習会    ・日本赤十字社水上安全法講習会 

・秘書検定（2 級）対策講座 

(5)対外活動 

対外的な活動によって情報を収集し、新たな就職先・インターンシップ先を開拓する。 

ｱ）就職推進懇談会 等 

・体育施設関係、一般企業関係、幼稚園、保育所、施設関係 懇談会 

ｲ）訪問活動 

・体育施設、一般企業、幼稚園、保育所、施設等 

 

3. 学生・教職員の健康管理関係事業【健康管理センター】 

(1) 予防を目的とした健康管理事業 

ｱ) 「学校保健安全法」「労働安全衛生法」に基づき学生・教職員の健康診断を実施し健康状態

の把握を行うと共に、異常の早期発見・早期治療に繋がるよう取り組む。 

ｲ) 感染症予防対策として健康管理センタースタッフはスタンダードプリコーション（標準予

防策）を講じ、学生・教職員には感染症予防注意喚起や対策法の啓蒙を行っていく。 

ｳ) インフルエンザ感染症が蔓延する前に教職員を対象に予防接種を実施する。 

ｴ) 熱中症予防喚起のため、環境省が警戒アラートを発表する 4 月下旬～10 月下旬に健康管

理センター掲示板に WBGT の情報提供を行う。  

ｵ) 「労働安全衛生法」に基づきストレスチェックを実施しメンタルヘルス不調の一次予防を

図る。(主催：衛生委員会) 

(2) 身体的・精神的健康の保持・増進事業 

ｱ) 整形外科医事相談日を設け、学生・教職員が日本スポーツ協会公認スポーツドクターに相

談できる体制を整える。 
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ｲ) 学生・教職員が児童・思春期精神医学専門医への相談及び公認心理師/臨床心理士へ相談で

きる体制を整える 

ｳ) 教職員が産業医に保健指導を受けられる体制を整える。 

ｴ) 看護師が常駐し随時応急処置や健康相談に応じる。 

(3) 行事関連の健康管理事業 

    行事が催される際、担当部署からの依頼で実習帯同や救護要員として取り組みを行う。 

(4) 健康管理センタースタッフのスキルアップ事業 

ｱ）2024 年度中にスタッフ全員が『スポーツ医学検定』に合格する。 

ｲ）各種研修会に参加し常に新しい知識を習得しスキルアップを図る。 

 

4.学生意識調査の実施【企画調査室】【中期計画：3-2-(1)(2)(3)】 

    学生支援や修学指導等の検討に資するため、「入学理由・学生生活・課外活動・学修・悩み・

健康」の 5 つの項目を立て「学生調査アンケート」を実施する。アンケート結果は、個人情報保

護に配慮しつつ、学生生活の実態や学内の施設・設備の学生の利用状況等を把握し、学生の多様

なニーズにこたえるための基礎資料として活用する。また、アンケートの集計結果、分析結果は

学内外に公表する。 
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Ⅵ 研究 

1．教育・研究支援関係事業【女子体育研究所】 

女子の体育･スポーツ、レクリエーション、保健体育科教員養成、幼児・児童の教育やスポー 

ツ指導等に関する、教職員の研究調査の支援活動を行い、その向上、発展に資する。研究・教

育の成果を広く社会へ公開し、社会の発展に寄与する。 

(1)教員の個人研究･共同研究に対する補助 

個人研究・奨励個人研究 

共同研究（新規１件・継続 3 件予定） 

学長奨励研究（新規 2 件・継続 2 件予定） 

(2)研究フォーラムの開催 

第 19 回研究フォーラムを開催し、共同研究ほか本学教員による研究、及び女子体育

研究所共同研究の成果を本学教員と学生に発表する。  

(3)「紀要」、「所報」の発行  

「東京女子体育大学・東京女子体育短期大学紀要」は教員の研究成果を論文として

発表する機会を設けるため毎年発行し、東京女子体育大学・東京女子体育短期大学学術機

関リポジトリで発表する（第 60 号）。 

「女子体育研究所所報（所報の正式名称で）」は、研究フォーラムで発表された研究

内容を研究報告として発表する場として毎年発行し、東京女子体育大学・東京女子体育

短期大学学術機関リポジトリで発表する（第 19 号）。 

(4)研究者情報の開示（教員の研究業績の開示） 

ｱ）本学の研究資源として、教員の持っている知的資源、資質・能力及び本学独自の研究指導 

成果を広く公表する。 

ｲ）教員の研究領域や分野を相互に理解し、研究活動を充実させ、研究集団としての価値を高 

める機会とする。 

ｳ）ホームページ（教員情報）、research map(教員名又は大学名で検索)及び J-GLOBAL 

（research map の教員から検索）において、本学教員の研究業績の開示を行っている。 

(5)研究倫理研修会、及び研究倫理審査の実施 

教員及び学生の研究実施に当たり、教職員を対象とした研究倫理に関する研修会、及び研究 

倫理審査を実施する。研究倫理審査結果に関する証明書は和文・英文で発行し、論文投稿の際 

に添付できるようにしており、本学における研究倫理の遵守を保証している。 

 また、令和 6 年度より、「研究倫理委員会、研究倫理審査方法に関する内規」を改正し、既

承認の研究について研究期間内での一部修正・追加を行う場合は、委員長の承認をもって研究

倫理審査の承認に代えることができることとした。 

(6)学生に対する体力テストの実施と測定結果の活用 

被検者は大学・短期大学各 1・2 年生、及び希望する競技系クラブ所属 3・4 年生とし、検者 

  は大学 3・4 年生が行う。測定結果は、学生個人に返却するとともに集計値を本学ホームペー 

  ジに掲載する。体力テストの実施は、学生に対する教育活動であると同時に、測定データを用 

  いた研究活動としても有意義なものになるよう、データ利用の一層の促進を図る。そのため

に、最新の測定機材により正確な測定データが得られるように実施体制の整備を図る。 
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(7)研究環境の整備と研究活動の促進 

科学研究費補助金間接経費や、女子体育研究所共同研究費、女子体育研究所用の図書購入経 

  費等を用いて、研究環境の整備を行い、教員に広く研究の実施を呼びかける。具体的には、体 

  力測定関連の測定機材、統計データ分析用のコンピュータや統計分析ソフト、統計分析ソフト 

  の解説書など研究を補助する図書の購入、英文論文投稿における論文翻訳の補助等を進める。 

（8）科学研究費補助金獲得のための活動 

教職員を対象とした、科学研究費補助金への応募に関する講習会を実施する。科学研究費補 

  助金の申請書類の書き方、応募時の注意点などについて、科学研究費を獲得した本学教員によ 

  る講演を行う。また、科学研究費獲得経験や審査経験がある教員に、科学研究費補助金申請時 

  の申請書類のチェックやアドバイスを受けられる体制の構築を進めている。 
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Ⅶ 社会貢献・社会連携 

1．地域との交流関係事業【地域交流センター】 

地域社会からの要請に応じて大学の教員や学生を派遣し、地域の教育、文化、スポーツ等の活

動を支援するとともに、大学主催事業である公開講座、定期レッスン、ジュニア・ユースクラブ

の運営・実施により、地域の発展に寄与する。 

(1)公開講座の開催 

ｱ）公開講座（26 講座） 

地域の方が自由に参加できる講座を無料と有料（実費徴収）で提供する。 

幼児講座  6 回開講 各 10～30 人  

小学生講座  8 回開講 各 16～50 人  

中学・高校生講座  4 回開講 各 30～50 人 

成人講座  7 回開講   各 16～50 人 

社会人講座  1 回開講 20 人  

 ｲ）公開講座運営目標 

幼児から高齢者までの幅広い年齢層を対象に、年間 5 区分・20 講座以上を開講するもの 

   とする。 

実施内容が参加者に理解されているかアンケート集計し、各講座定員に対して参加者数 

60％以上及び参加満足度 75％を目指し、講師からの意見をすり合わせ公開講座の充実を図 

る。 

(2)定期レッスン 

  ｱ）定期レッスンは、専門的内容の定期講座を有料で提供する。 

新体操  7 回開講 各 50 人（小学生～高校生対象） 

陸上競技 5 回開講 各 40 名（小学生 ・低学年クラス ・高学年クラス） 

  ｲ）定期レッスン運営目標 

  定期レッスンは、年間 5 講座以上を開講するものとする。 

実施内容が参加者に理解されているかアンケート集計し、各講座定員に対して参加者数 

50％以上及び参加満足度 75％を目指し、講師からの意見をすり合わせ定期レッスンの充

実を図る。 

 (3)ジュニア・ユースクラブの開催 

ジュニア・ユースクラブは、会員制とし、通年で継続的に事業運営する。 

ｱ）新体操クラブ 

会員の競技力強化・育成を図るため、外国人特別講師の招聘を行い、国内競技会及び 

強化合宿東京都新体操ジュニアの育成・強化練習会にも積極的に参加する。 

一般コース 

キッズ 3 クラス 毎週 1 回   各 15 人 

ジュニア 6 クラス 毎週 1 回   各 20 人 

ユース 1 クラス 毎週 1 回   15 人 

育成コース 4 クラス 毎週 1～2 回 各 12～20 人 

選手コース 3 クラス 毎週 4～5 回 各 10 人 

 

 



16 

ｲ）ヒップホップクラブ 

ヒップホップ １クラス 毎週 1 回   20 人 

ｳ）サッカークラブ 

サッカー 2 クラス 毎週 1 回 各 20 人 

 (4)ボランティア講座の開催 （学生対象／5 テーマ 13 講座／講義・演習） 

学生にボランティアの意義、理論を学ばせ、演習・実習を通してボランティア実践の方法を

学ばせる。 

(5)ボランティア活動 

教育、文化、スポーツ等に関する地域社会からの要請に基づき、教員、学生を派遣し、社会

貢献の一環とする。 

(6) 東京女子体育大学×スポーツサポーター倶楽部活動 

「アスリートとの懸け橋になろう」というテーマのもと、教職員と一緒に活動する学生有 

志の倶楽部 

スポーツの発展のために「スポーツをする、みる、支える」人たちをサポートし、スポ 

ーツを通して、心身ともに豊かに過ごすための情報を発信していく。 

 

2．地域との交流関係事業【総務課・企画調査室】 

 地方自治体との包括連携事業 

国立市、立川市、国分寺市、府中市の 4 市と各包括連携協定に基づいて協議会を開催し、

年度報告及び実施計画の確認を行い、事業運営の強化に向けて協議する。また、地域連携の

さらなる展開、拡充を図るために多摩地域等他の地方自治体との連携を模索する。 
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Ⅷ 施設設備・キャンパス計画 

1．施設の整備【管財課】 

教育環境の整備充実として、大学構内の施設・設備について次のような施策を実施し、安全・

安心に係る事項の推進や快適空間の確保等教育環境の整備充実を図っていく。 

（1）1 号館電気室変電設備更新工事 

    受変電設備が経年劣化により老朽化しており、電気の安定供給のため更新工事を実施す 

る。 

（2）1 号館吸収式冷温水発生機改修工事 

    吸収式冷温水機を設置してから 15 年が経過しており、保全整備を年次計画（3/4 年目）に 

て実施する。 

（3）外部手摺塗装改修工事 

    構内を区画している外部手摺の表面塗装が経年劣化により腐食が目立つため、ケレン・塗 

装の改修工事を年次計画（2/2 年目）にて実施する。 

(4)10 号館図書館 2 階閲覧室系統空調機更新工事 

   空調機の経年劣化により不具合が生じているため、空調設備の入替工事を実施する。 

（5）4 号館照明器具ＬＥＤ化工事 

代替蛍光灯の生産終了及び省電力化のため、4 号館照明器具の LED 化を実施する。 

（6）無線アクセスポイント入替工事 

    各棟の既設の無線アクセスポイントの交換工事（5 年毎を目途に実施）を実施する。 

 

2．キャンパス整備計画【管財課】 

キャンパス整備計画の検討 

    将来的な 5・6・7・8 号館の建替え等を視野に入れ、整備計画を検討する。 
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Ⅸ 管理・運営 

1．短期大学の改組・改編 

2023(令和 5)年度より、児童教育学科を「こどもスポーツ教育学科」に名称変更し、体育短

期大学としての特性を活かした個性的なカリキュラムを用意していることがイメージできる

ようにするとともに、社会的需要の高い保育士の養成を拡充し、待機児童などの社会問題解決

に貢献をしていく。また、保健体育学科については、2023(令和 5)年度に最後の入学生を受入

れ、教育、就職、進学支援、学生生活サポート等を教職員が一丸となって継続し、今後の学科

の発展的統合を視野に、新たな時代に即した体育短期大学としてさらなる発展を目指す。 

 

2．教育改革推進関係事業 

(1) 内部質保証システムの強化【企画調査室】【中期計画:3-1-(4)】 

  ｱ）自己点検評価 

・自己点検・評価規程に沿って、自己点検・評価活動の推進を図り、建学の精神、理念・

目的の実現に向けて、恒常かつ継続的に本学の教育の質保証及び向上に取り組んでい

く。2024(令和 6)年度は外部評価委員会の意見等を踏まえつつ、2023(令和 5)年度の点

検を行い、改善に繋げていく。 

・授業評価アンケートの結果を企画調査室 IR 担当が分析を行い、教育の質保証委員会で

点検・評価する。教員はアンケート結果及びその分析結果を踏まえ、改善策等を「授業

改善報告書」としてまとめ、学内にて共有する。また、教員の教育意識と指導技術の向

上につながるように、FD 委員会において、授業改善報告書から改善すべき問題点を明

らかにし、全学的な改善策について検討する。さらに課題等は FD 委員会から教育の質

保証委員会へ報告し、更なる教育の質向上に向けた取組を進めていく。 

・外部評価委員会は 2 年サイクルとし、2024（令和 6）年度はサイクル 1 年目となること

から、外部評価委員会において 2023（令和 5）年度の自己点検・評価活動について点

検・評価を行い、その結果を踏まえ、次年度の改善に繋げていく。 

 

ｲ）学生による授業評価の実施 

・教員の教育意識や指導技術を高め、学生の視点に立った授業内容の改善に資するため、

学生の個人情報保護に配慮しつつ、大学（体育学部体育学科）、短期大学（保健体育学

科、こどもスポーツ教育学科）において全科目、全クラスを対象に学生へのアンケート

調査を実施する。 

【実施時期】前期期授業 6 月下旬～7 月、後期授業 11 月下旬～2 月中旬 

学外・集中授業 8 月～9 月、12 月～3 月上旬 

 【科目数】 科目数 約 340   授業数 約 640     履修者数 延べ 3 万 

・ベストティーチャーの表彰 

 アンケート結果を分析・検証し、回答率および平均値が高かった教員に対し表彰する「ベ

ストティーチャー賞」を設け、授業改善に向けて効果的な活用を図る。 

 

ｳ）IR の推進 

・学内の教育・研究に関する情報の収集・分析、学生の意識や学習成果等に関する調査

等実施及び分析を行い、分析結果等を内部質保証体制の中心となる教育の質保証委員
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会に提供する。教育の質保証委員会において、分析結果等を活用し、教学方針の形成

の支援等、その他、本学の教育・研究活動をはじめとする大学の諸活動の活性化に繋

がる事業の企画・立案を行う。 

 

  ｴ）アセスメント・ポリシー（学習成果と教育効果に関する測定・評価） 

 ・｢東京女子体育大学・東京女子体育短期大学アセスメント･ポリシー｣に基づき、 

●機関レベル（学生の就職率、卒業年次に実施する学習成果測定アンケート等によって、

達成すべき資質・能力の修得状況を評価） 

●教育課程レベル（学科レベル）（卒業・進級要件の達成状況（単位修得状況・GPA）、学

部・学科の所定の教育課程における資格・免許の取得状況、達成すべき資質・能力の修

得状況を評価） 

●授業科目レベル（シラバスで提示された成績評価基準等に基づいて、達成すべき資質・

能力の修得状況を評価） 

3 段階の評価レベルで示した学習成果と教育効果に関する測定・評価項目で点検･評価

を行う。  

・三つのポリシーを踏まえた学習成果の点検･評価の充実を図るため、学習成果の測定･   

評価指標の経年分析と各指標を相互に関連させた複数指標の分析など、最適化を教育の

質保証委員会にて行う。 

    ・担当部署及び企画調査室が本学における教育・研究に関する学内の情報の収集・分析、

学生の意識、学習成果等に関する調査の等実施及び分析を行い、分析結果等を内部質保証

における体制の中心となる教育の質保証委員会に提供する。教育の質保証委員会は分析

結果等を活用し、教学方針の形成の支援や、その他、本学の教育・研究活動をはじめとす

る大学の諸活動の活性化に繋がる事業の企画・立案を行う。 

・アセスメントテストを導入し、「課題解決」のために必要な「思考力・姿勢（態度）・経験」

を可視化することで、学生支援を行う。 

ｵ）ティーチングポートフォリオの作成 

・2025(令和 7)年度の新カリキュラム改定に向けて、2023（令和 5）年度にはティーチング

ポートフォリオの紙ベースでの提供を廃止し、OneDrive にて提供を開始、教員のデータ管

理、閲覧を容易にした。さらにティーチングポートフォリオの活用等教員支援を行っていく。 

(2)学園研修の推進【総務課】 

全教職員を対象として、教育･研究支援や管理運営等の能力の向上を図るため、学園全体と

しての組織的な研修活動を推進する。 

(3)ＦＤ活動の推進【総務課】 

ＦＤ委員会を中心に、ＦＤ研修の実施、学生による授業評価の実施とその活用策等を検討し、

授業内容等の改善・充実を図るための組織的な活動を推進する。 

 

3.事務局関係事業 

(1)寄付金募集【経理・募金担当】 

教育研究に要する経費、奨学金支給を含む多様な学生活動への支援経費や校舎その他付属

設備の取得・改修費に係る恒常的な「教育振興寄付金」のための募金活動を行う。 
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 (2) 事務職員研修（ＳＤ研修）【総務課】 

ＳＤ委員会を中心に、事務職員の資質向上・能力開発のために、学内研修会等を企画・立

案し実施する。 

(3) 学園報の発行【総務課】  

学園の基本情報を学内・外に広く提供・周知するため、「学校法人藤村学園 学園報」につ

いてより最適なコンテンツとした上で、継続して定期的に発行する。 

(4) 感染症対応【総務課】 

新型コロナウイルス感染症への対応の経験も踏まえ、今後起こり得る感染症について、学

生及び学園関係者の安全を考慮し、適切な対応を図る。 

（5）内部監査【監査室】 

ｱ）内部監査計画に基づき、学園が適正な状態にあるかどうかを確認するために、内部統制の

考え方を用いて内部監査を実施する。 

ｲ）監査室会議、監事・監査室連絡会、及び三様監査連絡会を開催する。 

ｳ）監事監査に係る業務補助を行う。 

(6) ペーパーレス化の推進【総務課】 

    社会全体のデジタル化が進行している状況を踏まえ、印刷や用紙購入のコストの削減、業

務負担の軽減を図るとともに、環境保全への貢献といった役割を果たすことを目的として、

主要な会議においてペーパーレス化を推進する。 

 

4.学生募集・入学試験関係事業【入試課・広報課】 

 (1)学生募集活動  

ｱ）動画制作、SNS での情報発信  

ｲ）広報の効果検証        

ｳ）卒業生とのつながりの強化   

  ｴ）オープンキャンパス（7 回）の実施 

短期大学ミニオープンキャンパスの実施（7 回） 

ｵ）効果的な高校訪問の実施 

ｶ）進学説明会への参加 

ｷ）出張講義の実施 

ｸ）高大合同練習会への参加  

(2)広報活動  

ｱ）大学案内の発行  

ｲ）広報誌の発行 

ｳ）ホームページによる広報 

大学案内、入試案内、オープンキャンパス等イベント案内、資料請求等 

ｴ) インターネットを利用した広報 

ｵ) 受験雑誌、新聞、フリーペーパー、競技大会等プログラムなどへの広告による広報 

ｶ) ポスター・チラシ等の制作・掲示・配付 

ｷ) 交通広告による広報 
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 (3)入学試験の実施  

ｱ）総合型選抜（一般、スポーツ、特別）(9 月)(10 月)(11 月)(12 月)(1 月)(3 月) 

ｲ）学校推薦型選抜（指定校、スポーツ） 

ｳ）一般選抜 

ｴ）共通テスト利用選抜Ⅰ期・Ⅱ期 

ｵ）大学 3 年次編入学・転入学選抜Ⅰ期・Ⅱ期 

 

5.図書館の運営関係事業【図書館】 

附属図書館は大学における教育・研究活動を支える重要な基盤機関であり、また総合的な教養

の場でもある。この目的を達成するために学生の教育・学修、教員の研究活動を支援し、図書を

はじめとする雑誌、新聞、映像、電子資料、学園史資料の収集・提供・保存を行う。 

(1)図書等資料の収集・整理・保存（蔵書冊数予定 194,000 冊） 

図書受入予定 約  3,000 冊 

雑誌受入予定 約   300 種 

新聞受入予定 約    13 種 

映像資料受入予定 約   100 タイトル 

データベース予定 約      6 種 

(2)図書貸出予定冊数   年間  約 3,000 冊 

(3)レファレンス・サービス 

(4)学外機関との相互協力 

ｱ）図書館間の資料の相互補完 

ｲ）国立情報学研究所の目録所在サービスへの図書・雑誌所蔵登録 

 (5)開館時間の延長 

学生の学修時間の確保をめざす為、閉館を平日の通常 17 時を 19 時まで、土曜日の通常 13

時を 14 時まで遅らせ、開館時間を延長し授業終了後にも図書館を利用できるようにする。

試験期間、卒業研究提出期間には平日は 20 時、土曜日は 17 時まで開館時間を延長する。 

(6)広報活動 

ｱ）図書館広報誌 「LiVRE(リーヴル)」 年 2 回発行 

ｲ）ホームページ（図書館ページ）の更新 

ｳ）企画展示 

(7) 図書館事業予定 

ｱ）フレッシュウィーク（年 1 回） 

    図書館の紹介・利用方法の説明を行い、新入生の学修支援を図る。 

ｲ）ライブラリー・ツアー（年 2 回） 

全体会と館内ツアーを開催する。各資料の配架場所、検索方法や利用方法を説明し、学

生の調査・研究力の向上を図る。 

ｳ）図書館ワークショップ（年 2 回） 

テーマを設定して、学生の参加希望を募る。学生が図書館を活用し、楽しく主体的に学

ぶ機会を提供する。 
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ｴ）公開講座「絵本から広がる子育て」*地域交流センター共催（年 1 回） 

   絵本をきっかけに、子どもと楽しく遊び、保護者同士で情報交換を行う場を提供する。 

   ｵ）近隣中学校・高等学校との連携 

図書館と地域の中学校・高等学校との連携を図り、地域社会への貢献を行う。図

書館の情報発信力を高めていくことを目指す。  

ｶ）資料保存（通年） 

古書・和綴じ本、貴重書などに対し、学術的な評価を行い、適切な方法で保存を図る。

ビデオテープ等の映像資料の電子化を行う。 

ｷ）授業関連資料の整備（年 2 回） 

    教科書及び授業関連資料を整備・充実させ、学生の勉学の利便性を高める。 

ｸ）SDGｓ関連資料の整備（通年） 

SDGs の達成に向けて、SDGｓ関連資料の収集を行い、配架を工夫して、本学教職員・学

生の学びを支援する。 

ｹ）集中蔵書点検（年 1 回） 

   東京女子体育大学・短期大学附属図書館運営規程第１４条に基づき、蔵書点検を行う。 
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Ⅹ 予算概要 

１．予算編成の概要 

令和 6年度予算は、予算編成方針に基づき、部署別の事業計画及び予算申請についてヒアリングを

実施し、理事査定並びに予算委員会を経て編成しています。本学園を取り巻く環境は、18歳人口の減

少の影響が現実化となり、年々厳しい環境下にあります。 

 こうした状況の中で、財務基盤の安定を確保するには大変厳しい状況ですが、その中でも、学園の

運営を維持するためには、中期財務計画に基づき、より一層学生募集に力を入れ、確実に入学定員充

足率向上など収入の安定化に向けて取り組んでいかなければなりません。また一方で、学生、教員の

教育研究環境の維持充実、学生の課外活動の環境整備及び学生の奨学金関係など教育研究の水準の維

持向上に取り組んでいきます。 

収入については、学生総数は前年度比 133 人の減少が見込まれ、収入全体の７3％を占める学納金

収入が前年度実績を大きく下回る大変厳しい予算編成となっています。 

支出については、教育研究経費及び管理経費で教育内容等の改善・充実費、学生支援に係る奨学金、

国の授業料等減免による修学支援費（補助金対象）、学生生活・クラブ活動費、教職・キャリア支援

費、図書館運営費、地域交流事業費、広報活動費、各施設に係る保守管理費及び減価償却費等を予算

に計上しています。特に奨学金においては寮費の免除や管理経費においては学生食堂の改修費用を計

上しており、学生の修学支援及び教育環境整備に取り組んで行きます。 

施設設備関係は、施設設備改修計画に基づき 10号館 2階空調機器更新、食堂用机・椅子及び厨房

機器入替等や緊急性を要する施設の改修工事及び設備の更新費用を予算計上し、教育環境の改善・充

実に配慮しています。 

 

（1）学生数：大学 1,126名（前年比 101名減）、短期大学 75名（前年比 32名減） 

合計 1,201名（前年比 133名減） 

（2）教育研究経費・管理経費：教育内容等の改善・充実費、学生支援に係る奨学金、国の授業料等

減免による修学支援費（補助金対象）、学生生活・クラブ活動費、教職・キャリア支援費、図書館

運営費、地域交流事業費、広報活動費、各施設に係る保守管理費及び減価償却費等を予算に計上

しています。 

（3）奨学金：学生支援として経済支援、学業やスポーツ優秀者の支援、スカラシップ及び国際大会

参加者への激励や報奨等の奨学費、寮費の免除、国の授業料等減免による修学支援費（補助金対

象） 

（4）キャンパス計画・施設設備 

① 10号館 2階閲覧室系統空調機更新 

② 食堂用テーブル・椅子、厨房機器入替 

③ 無線 AP（FG-NET）更新 

④ その他施設設備関係の整備について緊急性を要するものから随時実施 

⑤ 劣化度診断による建物長寿命化安全対策実施 
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Ⅱ 資金収支予算について 

表１の『資金収支予算書』は､当該会計年度における学校法人全体の諸活動の計画に係る資金の収

入と 

支出を科目別に明らかにし､支払資金の収入と支出の顛末を表すものです。 

当該会計年度はもとより､前年度あるいは次年度以降の諸活動に関する資金を含め、計算上実際の

入出金が当該期間内に生じなくても計上し、資金収入調整勘定(前受金・未収金)や資金支出調整勘

定(前払金・未払金)で相殺するようになっています。 

 

【資金収支予算の主な科目説明】 

(1) 収入科目の説明 

① 学生生徒等納付金収入･･･授業料、入学金、施設設備資金、及び実験実習料の収入 

 ② 手数料収入･･･入学検定料、試験料、及び証明書手数料等の収入 

 ③ 寄付金収入･･･特別寄付金(使途指定)、一般寄付金、法人や個人からの寄付金収入 

 ④ 補助金収入･･･国や地方公共団体からの補助金収入 

 ⑤ 資産売却収入･･･施設・設備、有価証券等の売却による収入（有価証券の早期償還を含む) 

⑥ 付随事業・収益事業収入･･･補助活動事業(寮舎収入)、公開講座、受託事業、及び収益事業

からの繰入収入（活動区分収支では付随事業と収益事業収入は区分経理される） 

 ⑦ 受取利息・配当金収入･･･特定資産の運用利息及び有価証券や預金の利息収入 

 ⑧ 雑収入･･･私立大学退職金財団交付金、施設設備利用料、及び科学研究費間接経費収入等の

収入 

 ⑨ 前受金収入･･･翌年度入学者の学生生徒等納付金収入や入寮予定者の寮舎費収入 

  ⑩ その他収入･･･特定資産の取崩収入及び前年度の未収入金等の収入 

(2) 支出科目の説明 

  ① 人件費支出･･･教員人件費、職員人件費、役員報酬、及び退職金の支出 

  ② 教育研究経費支出･･･教育研究活動を使途目的とする費用支出 

（消耗品費・光熱水費・旅費交通費・奨学費・修繕費・業務委託費など） 

③ 管理経費支出･･･理事会・評議員会及び法人部門に係る業務のために要する費用、教職員の

福利厚生費、学生募集経費、及び補助活動事業に要する費用支出 

  ④ 施設関係支出･･･土地・建物・構築物の取得に要する支出及び付属する電気・給排水等の設

備のための支出（建設仮勘定支出を含む） 

⑤ 設備関係支出･･･教育研究用機器備品、管理用機器備品、及び図書などを取得するための 

支出  

⑥ 資産運用支出･･･有価証券の購入及び特定資産へ繰入れるための支出 

  

【令和 6年度 資金収支予算】 

収入の部は学生生徒等納付金収入､手数料収入､寄付金収入、補助金収入等の収入のほか前受金収入

等を含め 21億 5,009万円。一方、支出の部は教職員の人件費、教育研究活動、及び法人の運営に必

要な諸経費のほか施設設備関係支出を含め 24億 3,542万円。 

結果、資金収支は 2億 8,533万円の支出超過。前年度繰越支払資金と合わせた翌年度繰越支払資金

は 13億 7,486万円の見込みです。 
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Ⅱ 事業活動収支予算について 

表２の『事業活動収支予算書』は､当該会計年度における学校法人全体の諸活動の計画に係る収支

の均衡状況とその内容を明らかにし､学校法人の経営状況が健全に維持されているかどうかを示すも

のです。 

経常的な「教育活動収支」と「教育活動外収支」、臨時的な「特別収支」の 3 つの活動区分ごとに

収支差額を表示しています。 

【事業活動収支予算書固有の主な科目説明】 

① 基本金組入額･･･学校法人がその諸活動の計画に基づき継続的に保持していくために必要な

資産の取得に充てた資金の組入額 

第 1号基本金･･･校地、校舎、備品、図書等の固定資産の取得価額 

第 2号基本金･･･将来固定資産を取得する目的で積立てた預金等の資産の額 

第 3号基本金･･･奨学費等の基金として保持し運用する金銭等の資産の額 

第 4号基本金･･･恒常的に保持すべき資産の額 

② 減価償却額･･･減価償却資産の取得額から毎年経費として当該会計年度に配分している額 

③ 徴収不能額等･･･金銭債権が徴収不能になった場合や徴収不能引当金を計上した場合の額 

 

【令和 6年度 事業活動収支予算】 

教育活動収支は 9億 1,379万円の支出超過、教育活動外収支は 1億 6,944万円の収入超過となり、

教育活動収支と教育活動外収支を合わせた経常収支差額は 7億 4,435万円の支出超過。 

特別収支及び予備費を加えた基本金組入前当年度収支差額は 7億 5,419万円の支出超過。 

基本金組入額は 8,444万円を見込む。       

結果、令和 6年度収支差額は 8億 3,863万円の支出超過。累積の翌年度繰越収支差額は 58億 6,470

万円の支出超過の見込みです。 
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表１ 

 

 

(単位：千円)

科　　　目

学生生徒等納付金収入 1,423,724 1,577,876 △ 154,152

手数料収入 15,263 17,380 △ 2,117

寄付金収入 6,500 10,000 △ 3,500

補助金収入 189,603 194,603 △ 5,000

国庫補助金収入 ( 189,515 ) ( 194,500 ) ( △ 4,985 )

地方公共団体補助金収入 ( 88 ) ( 103 ) ( △ 15 )

資産売却収入 0 0 0

付随事業・収益事業収入 105,797 123,073 △ 17,276

受取利息・配当金収入 178,910 180,009 △ 1,099

雑収入 40,274 42,938 △ 2,664

借入金等収入 0 1,150,000 △ 1,150,000

前受金収入 338,460 400,770 △ 62,310

その他の収入 283,757 586,348 △ 302,591

資金収入調整勘定 △ 432,196 △ 375,273 △ 56,923

期末未収入金 ( △ 31,426 ) ( △ 26,658 ) ( △ 4,768 )

前期末前受金 ( △ 400,770 ) ( △ 348,615 ) ( △ 52,155 )

前 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,660,184 750,014 910,170

収 入 の 部 合 計 3,810,276 4,657,738 △ 847,462

(単位：千円)

科　　　目

人件費支出 1,153,851 1,155,599 △ 1,748

教育研究経費支出 684,327 687,064 △ 2,737

管理経費支出 212,186 225,154 △ 12,968

借入金等利息支出 9,359 4,931 4,428

借入金等返済支出 57,492 28,746 28,746

施設関係支出 33,500 84,677 △ 51,177

設備関係支出 63,244 78,720 △ 15,476

資産運用支出 207,022 705,500 △ 498,478

その他の支出 52,030 57,817 △ 5,787

〔予備費〕 〔 10,000 〕 〔 10,000 〕 〔 0 〕

資金支出調整勘定 △ 47,596 △ 40,654 △ 6,942

期末未払金 ( △ 37,700 ) ( △ 32,025 ) ( △ 5,675 )

前期末前払金 ( △ 9,896 ) ( △ 8,629 ) ( △ 1,267 )

翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 1,374,861 1,660,184 △ 285,323

支 出 の 部 合 計 3,810,276 4,657,738 △ 847,462

資 金 収 支 予 算 書
令和 6年 4月 1日　から

令和 7年 3月31日　まで

　　収  入  の  部

令和6年度予算額 令和5年度予算額 増減

　　支  出  の 部

令和6年度予算額 令和5年度予算額 増減
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表2 

 

(単位：千円)

科　　　目

学生生徒等納付金 1,423,724 1,577,876 △ 154,152

手数料 15,263 17,380 △ 2,117

寄付金 6,000 5,000 1,000

経常費等補助金 189,603 194,603 △ 5,000

国庫補助金 （ 189,515 ) （ 194,500 ) （ △ 4,985 )

地方公共団体補助金 （ 88 ) （ 103 ) （ △ 15 )

付随事業収入 105,597 122,573 △ 16,976

雑収入 40,274 42,938 △ 2,664

教育活動収入　計 1,780,461 1,960,370 △ 179,909

科　　　目

人件費 1,161,803 1,159,834 1,969

教育研究経費 1,238,421 1,249,044 △ 10,623

減価償却額 （ 554,094 ) （ 561,980 ) （ △ 7,886 )

管理経費 291,031 315,387 △ 24,356

減価償却額　 （ 78,845 ) （ 90,233 ) （ △ 11,388 )

徴収不能額等 3,000 3,000 0

教育活動支出　計 2,694,255 2,727,265 △ 33,010

　　教育活動収支差額 △ 913,794 △ 766,895 △ 146,899

(単位：千円)

科　　　目

受取利息・配当金 178,601 180,009 △ 1,408

その他の教育活動外収入 200 500 △ 300

教育活動外収入　計 178,801 180,509 △ 1,708

科　　　目

借入金等利息 9,359 4,931 4,428

その他の教育活動外支出 0 0 0

教育活動外支出　計 9,359 4,931 4,428

　　教育活動外収支差額 169,442 175,578 △ 6,136

　経常収支差額 △ 744,352 △ 591,317 △ 153,035

(単位：千円)

科　　　目

資産売却差額 0 0 0

その他の特別収入 1,156 5,100 △ 3,944

特別収入　計 1,156 5,100 △ 3,944

科　　　目

資産処分差額 1,000 4,000 △ 3,000

その他の特別支出 0 0 0

特別支出　計 1,000 4,000 △ 3,000

　　　　特別収支差額 156 1,100 △ 944

〔 10,000 〕 〔 10,000 〕 〔 0 〕

△ 754,196 △ 600,217 △ 153,979

△ 84,443 △ 263,370 178,927

△ 838,639 △ 863,587 24,948

△ 5,026,068 △ 4,162,481 △ 863,587

△ 5,864,707 △ 5,026,068 △ 838,639

(単位：千円)

1,960,418 2,145,979 △ 185,561

2,714,614 2,746,196 △ 31,582

翌年度繰越収支差額

（参考）

事 業 活 動 収 入 計

事 業 活 動 支 出 計

〔予備費〕

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

増減

特
別
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

令和6年度予算 令和5年度予算 増減

事
業
活
動

支
出
の
部

令和6年度予算 令和5年度予算 増減

令和5年度予算 増減

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

令和6年度予算 令和5年度予算 増減

事
業
活
動

支
出
の
部

令和6年度予算 令和5年度予算

事 業 活 動 収 支 予 算 書
令和 6年 4月 1日　から

令和 7年 3月31日　まで

教
　
育
　
活
　
動
　
収
　
支

事
業
活
動
収
入
の
部

令和6年度予算 令和5年度予算 増減

事
業
活
動
支
出
の
部

令和6年度予算



　
教
　
務
　
部

 
 
研
究
振
興
課

    

別
紙
１

総
　
務
　
課

（
法
人
と
兼
務

）

企
画
調
査
室

（
法
人
と
兼
務

）

広
　
報
 
課

入
　
試
 
課

管
　
財
　
課

経
　
理
　
課

キ
ャ
リ
ア
支
援
課

総
　
務
　
課

企
画
調
査
室

（
総
務
課

）

事
　
務
　
室

事
　
務
　
室

学
　
生
　
課

教
　
務
　
課

 

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

 

女
子
体
育
研
究
所

 

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

 

附
属
図
書
館

　
入
　
試
 
部

（
法
人
と
兼
務

）

　
事
　
務
　
局

（
法
人
と
兼
務

）

　
入
　
試
 
部

広
　
報
 
課

（
法
人
と
兼
務

）

入
　
試
 
課

(
法
人
と
兼
務

）

管
　
財
　
課

（
法
人
と
兼
務

）

経
　
理
　
課

（
法
人
と
兼
務

）

法人本部組織・大学及び短期大学本部事務組織図 理事長

令和6年4月1日

評議員会
理事会

監　事 監査室

研
究
協
力
課

常任理事会

学　　長

部館所長会

教　　授　　会

　
広
　
報
 
部

　
事
　
務
 
局

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

　
学
　
生
　
部

 

教
職
セ
ン
タ
ー

　
教
　
務
　
部

　
広
　
報
 
部

（
法
人
と
兼
務

）



S
D
委
員
会

Ｆ
Ｄ
委
員
会

外
部
評
価
委
員
会

※必要に応じて設置する委員会・プロジェクト

キ
ャ
リ
ア
支
援
委
員
会

学
生
委
員
会

教
務
委
員
会

障
害
学
生
支
援
委
員
会

人
事
委
員
会

事
務
局※

　
大
学
認
証
評
価
対
応
委
員
会

※
　
学
長
候
補
者
選
考
委
員
会

衛
生
委
員
会

評
価
委
員
会

広
報
委
員
会

入
試
委
員
会

地
域
交
流

セ
ン
タ
ー

女
子
体
育

研
究
所

健
康
管
理

セ
ン
タ
ー

附
属
図
書
館

※
　
短
期
大
学
認
証
評
価
対
応
委
員
会

教
職
委
員
会

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

運
営
委
員
会

研
究
倫
理
委
員
会

女
子
体
育
研
究
所

　
　
　
　
　
運
営
委
員
会

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

運
営
委
員
会

図
書
館
運
営
委
員
会

※学部等再編検討委員会

教
職
セ
ン
タ
ー

キ
ャ
リ
ア

セ
ン
タ
ー

学
生
部

教
務
部

情
報
化
推
進
委
員
会

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
委
員
会

奨
学
生
選
考
委
員
会

学
園
研
修
委
員
会

危
機
管
理
委
員
会

予
算
委
員
会

学　長 常任理事会 長期構想委員会

部館所長会

教授会 教育の質保証委員会 ※経営改善委員会 ※学生募集戦略室 ※特定施設整備委員会 ※各種プロジェクト

評議員会 理事会 監事 監査室

法人委員会及び教学委員会組織連関図

令和6年4月1日

理事長



 

1 月 定例教授会 1 水 ③ ③ 1 土 ⑦ ⑦
　幼稚園 教育実習

野外活動演習

2 火 2 木
昭和の日
振替休日

2 日

3 水
 入学式
             入寮式

3 金 憲法記念日 3 月 ⑧ ⑧

4 木

ﾌﾚｯｼｭｳｨｰｸ
　　 学生健康診断 4 土  みどりの日 4 火 ⑨ ⑨

5 金 5 日 こどもの日 5 水 定例教授会 ⑧ ⑧

6 土 6 月
こどもの日
振替休日

6 木 ⑧ ⑧

7 日 7 火 ⑤ ⑤
教育実習学外講

師講話（幼）
こ２

7 金 ⑧ ⑧

8 月

授業ガイダンス

履修登録期間
　　　　　　　　前期教員採用試験
　　　　　　　　対策講座開始

① ① 8 水 定例教授会 ④ ④ 8 土 ⑧ ⑧

9 火 ① ① 9 木 ④ ④ 9 日 オープンキャンパス

10 水 ① ① 10 金 創立記念日 ④ ④ 10 月 ⑨ ⑨

11 木 ① ① 11 土 ④ ④ 11 火 ⑩ ⑩

12 金 ① ① 12 日 オープンキャンパス 12 水 ⑨ ⑨

13 土 ① ① 13 月 ⑤ ⑤ 13 木 ⑨ ⑨

14 日 14 火 ⑥ ⑥ 14 金 ⑨ ⑨

15 月 ② ② 15 水 ⑤
介護等体験

学外講師講話 ⑤
介護等体験

学外講師講話
15 土 ⑨ ⑨

16 火 ② ② 16 木 ⑤ ⑤ 16 日

17 水 ②
教育実習学外講
師講話（中高）大

４、保２
② 17 金 ⑤ ⑤ 17 月 ⑩ ⑩

18 木 ② ② 18 土 ⑤ ⑤ 18 火 ⑪ ⑪

19 金 ② ② 19 日 19 水 ⑩ ⑩

20 土 ② ② 20 月 ⑥ ⑥ 20 木 ⑩ ⑩

21 日
短大ミニ

オープンキャンパス
21 火 ⑦ ⑦ 21 金 ⑩ ⑩

22 月 ③ ③ 22 水 ⑥
介護等体験

学外講師講話
・報告会

⑥
介護等体験

学外講師講話
・報告会

22 土 ⑩ ⑩

23 火 ③ ③ 23 木 ⑥ ⑥ 23 日

24 水 体力テスト 24 金 ⑥ ⑥ 24 月 ⑪ ⑪

25 木 ③ ③ 25 土 ⑥ ⑥ 25 火 ⑫ ⑫

26 金 ③ ③ 26 日
短大ミニ

オープンキャンパス
26 水 ⑪ ⑪

27 土 ③ ③ 27 月 ⑦ ⑦
幼稚園

教育実習
27 木 ⑪ ⑪

28 日 28 火 ⑧ ⑧ 28 金 ⑪ ⑪

29 月 昭和の日 ④ ④ 29 水 ⑦ ⑦ 29 土 ⑪ ⑪

30 火 ④ ④ 30 木 ⑦ ⑦ 30 日

31 金 ⑦ ⑦
野外活動演習

令和6年度　行事予定および授業コマ数表

4 5 6

令和6年4月1日

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

日
曜
日 行事予定日日

曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

授業なし

 短大：
 こどもスポーツ教育

6/3まで　　　6/22まで



1 月 ⑫ ⑫ 1 木
教員採用試験

2次試験対策講座
補講

（期末試験）
補講

（期末試験）
1 日

2 火 ⑬ ⑬ 2 金 オープンキャンパス

大3・4 集中
アスレティック 2 月

3 水 定例教授会 ⑫ ⑫ 3 土 3 火
学力保障

（追再試験）
学力保障

（追再試験）

4 木 ⑫ ⑫ 4 日 4 水 定例教授会
学力保障

（追再試験）
学力保障

（追再試験）

5 金 ⑫ ⑫ 5 月 5 木
学力保障

（追再試験）
学力保障

（追再試験）

6 土 ⑫ ⑫ 6 火 6 金

7 日 海浜実習 7 水 7 土

8 月
教員採用試験

2次試験対策講座 ⑬ ⑬ 8 木 8 日
短大ミニ

オープンキャンパス

9 火 ⑭ ⑭ 9 金 9 月
教師力養成講座前

期(観察実習)

大2ab 集中
アスレティック 保育実習Ⅱ・Ⅲ

10 水 ⑬ ⑬ 10 土 10 火

11 木 ⑬ ⑬ 11 日 山の日 11 水

12 金

補講・補習期間

⑬ ⑬ 12 月
山の日

振替休日
12 木

大2cd 集中
アスレティック

13 土 ⑬ ⑬ 13 火 13 金

14 日 オープンキャンパス 14 水 14 土

15 月 海の日 15 木 15 日

16 火 ⑮ ⑮ 16 金 16 月 敬老の日

17 水 ⑭ ⑭
教育実習

（幼稚園）Ⅱ
報告会（4校時）

17 土 17 火

大2ef 集中
アスレティック

18 木 ⑭ ⑭ 18 日 18 水

19 金 ⑭ ⑭ 19 月 19 木

20 土 ⑭ ⑭ 20 火 20 金

21 日 21 水 21 土
総合型選抜

（9月）

22 月 ⑭ ⑭ 22 木 22 日 秋分の日

23 火
補講

（期末試験）
補講

（期末試験）
23 金 23 月

秋分の日
振替休日

24 水 ⑮ ⑮ 24 土 24 火
後期

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

25 木 ⑮ ⑮ 25 日 オープンキャンパス 25 水

26 金 ⑮ ⑮ 26 月 26 木

27 土 ⑮ ⑮ 27 火 27 金
授業ガイダンス
履修変更期間 ① ①

28 日 28 水 28 土 ① ①

29 月 ⑮ ⑮ 29 木 29 日

30 火
補講

（期末試験）
補講

（期末試験）
30 金 30 月 ① ①

31 水
補講

（期末試験）
補講

（期末試験）
31 土

10/3まで

8 97

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

日
曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

日
曜
日 行事予定日

曜
日 行事予定

夏季休業開始

夏季休業終了

　　　　　　　　8/9まで

キャンプ実習



1 火
後期教員採用試験

対策講座開始 ① ① 1 金 ⑥ ⑥ 1 日

2 水 定例教授会 ① ① 2 土 ⑥ ⑥ 2 月 ⑧ ⑧

3 木 ① ① 3 日

(文化の日)
藤園祭

短大ミニOC
3 火 ⑩ ⑩

4 金 ② ② 4 月

(文化の日)振替休日
藤園祭

短大ミニOC
4 水 定例教授会 ⑩ ⑩

5 土 ② ② 5 火 ⑥ ⑥ 5 木 ⑩ ⑩

6 日 オープンキャンパス 6 水 定例教授会 ⑥
教育実習学生
報告会（中高）
大１～３、保１

⑥ 6 金 ⑩ ⑩

7 月 ② ② 7 木 ⑥ ⑥ 7 土 ⑩ ⑩

8 火 ② ② 8 金 ⑦ ⑦ 8 日

9 水 ② ② 9 土 ⑦ ⑦ 9 月 ⑨ ⑨

10 木 ② ② 10 日 10 火 ⑪ ⑪

11 金 ③ ③ 11 月 ⑤ ⑤ 11 水
PM 卒業研究

発表会 ⑪ PM 授業なし ⑪ PM 授業なし

12 土 ③ ③ 12 火 ⑦ ⑦ 12 木 ⑪ ⑪

13 日
総合型選抜

（10月）
3年次編・転入Ⅰ期

13 水 ⑦ ⑦
教育実習

学生報告会（小）
こ１、科目等

13 金 ⑪ ⑪

14 月 スポーツの日 14 木 ⑦ ⑦ 14 土 ⑪ ⑪

15 火 ③ ③ 15 金 ⑧ ⑧ 15 日
総合型選抜

（12月）

16 水 ③ ③ 16 土 ⑧ ⑧ 16 月 ⑩ ⑩

17 木 ③ ③ 17 日 17 火 ⑫ ⑫

18 金 ④ ④ 18 月 ⑥ ⑥ 18 水 臨時教授会 ⑫ ⑫

19 土 ④ ④ 19 火 ⑧ ⑧ 19 木 ⑫ ⑫

20 日 20 水 ⑧ ⑧ 20 金 ⑫ ⑫

21 月 ③ ③ 21 木 ⑧ ⑧ 21 土 ⑫ ⑫

22 火 ④ ④ 22 金
学校推薦型選抜

総合型選抜
(11月)

22 日

23 水 臨時教授会 ④ ④ 23 土 勤労感謝の日 23 月 ⑪ ⑪

24 木 ④ ④ 24 日 24 火

25 金 ⑤ ⑤ 25 月 ⑦ ⑦ 25 水

26 土
短大ミニ

オープンキャンパス ⑤ ⑤ 26 火 ⑨ ⑨ 26 木

27 日 27 水 臨時教授会 ⑨ ⑨
保育実習Ⅱ・Ⅲ
学生報告会（仮）

27 金

28 月 ④ ④ 28 木 ⑨ ⑨ 28 土

29 火 ⑤ ⑤ 29 金 ⑨ ⑨ 29 日

30 水
専攻コース・ゼミ

ガイダンス ⑤ ⑤ 30 土 ⑨ ⑨ 30 月

31 木 ⑤ ⑤ 31 火

10 11 12

日
曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

日
曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

日
曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

冬季休業開始



1 水 元日 1 土
一般入試

3年次編・転入Ⅱ期
1 土

2 木 2 日 2 日

3 金 3 月 ⑮ ⑮ 3 月
教師力養成講座
後期(観察実習)

4 土 4 火
補講

（期末試験）
補講

（期末試験）
4 火

5 日 5 水 定例教授会
補講

（期末試験）
補講

（期末試験）
5 水 定例教授会

保育実習Ⅰ
（施設）

6 月 ⑫ ⑫ 6 木 6 木

7 火 ⑬ ⑬ 7 金 7 金
総合型選抜（3月）
共通ﾃｽﾄ利用選抜

Ⅱ期

8 水 定例教授会 ⑬ ⑬ 8 土 創作オペレッタ
学力保障

（追再試験）
8 土

9 木 ⑬ ⑬ 9 日 9 日

10 金 ⑬ ⑬ 10 月
共通ﾃｽﾄ利用選抜

Ⅰ期
学力保障

（追再試験）
学力保障

（追再試験）
10 月

11 土 ⑬ ⑬ 11 火 建国記念日 11 火

12 日 12 水 臨時教授会
学力保障

（追再試験）

　　　　 　学力保障
　　　　　（追再試験）
保育実習Ⅰ
（保育所）

12 水 臨時教授会

13 月 成人の日 13 木
学力保障

（追再試験）
学力保障

（追再試験）
13 木

14 火
5/10振替休日
＜全学停電＞

14 金
学力保障

（追再試験）
学力保障

（追再試験）
14 金

15 水

補講・補習期間

⑭ ⑭ 15 土
短大ミニ

オープンキャンパス
15 土

16 木 ⑭ ⑭ 16 日 16 日 オープンキャンパス

17 金 ⑭ ⑭ 17 月 17 月

18 土
共通テスト
(授業あり) ⑭ ⑭ 18 火 18 火

19 日 共通テスト 19 水 19 水 卒業生ガイダンス

20 月 ⑬ ⑬ 20 木 20 木 卒業式

21 火 ⑭ ⑭ 21 金 21 金

22 水 研究フォーラム ⑮ ⑮ 22 土 22 土

23 木 ⑮ ⑮ 23 日 天皇誕生日 23 日

24 金 ⑮ ⑮ 24 月
天皇誕生日
振替休日

24 月

25 土 総合型選抜（1月） ⑮ ⑮ 25 火 25 火

26 日 26 水
教員採用試験対策春

期集中講座
26 水

27 月 ⑭ ⑭ 27 木 27 木

28 火 ⑮ ⑮ 28 金
卒業認定会議
（臨時教授会）

28 金

29 水
PM 卒研発表日
(12/11)振替授業

臨時教授会

補講
（期末試験）

補講
（期末試験）

29 土

30 木
補講

（期末試験）
補講

（期末試験）
30 日

31 金 PM入試準備
補講

（期末試験）
補講

（期末試験）
31 月

1 2 3

日
曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

日
曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

日
曜
日 行事予定

大学：体育学部
短大：保健体育

 短大：
 こどもスポーツ教育

冬季休業終了

春季休業終了（4/2）

春季休業開始

　　3/14まで

スキー実習

スノーボード実習
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